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兼平怖丁。

1．はじめに一京都議定書目標達成不可能という現状と電気事業一

2007年１２月に開催されたＣＯＰ１３バリ会談において，「バリ・ロードマッ

プ」の開始が合意された。バリ・ロードマップは2013年以降の枠組みについ

て，2009年までに採択する正式な交渉プロセスではあるが，今後の削減レベ

ルの数値目標を示したものとはならずＷ次期枠組みの縦絢で，法的拘束力の

ないセクター別の原単位目標を提案した日本政府の澗極的な姿勢は，アメリカ

追従だと非難の的となった。

このような日本政府の消極的な姿勢は産業界の要諭に応えるものと批判され

ている。というのは，2005年２月の京都識定杏発効後に|別拙決定された「京

祁縦定普目標達成計画」において，総団巡の環境自主行jlMliil･Imiを，「派業・エ

ネルギー転換部門の対策の中心的役割を果たすもの」と位fitづけているからで

ある。

京都縦定書の第１約束期間（2008～2012年）は到来してしまったが，未だ

効率的な政莱は示されていない。ところが，「京都縦定101:目標述成計画の評価・

兇lf〔しに関する鹸終報告」（中央環境審議会地球環境部会．2008年２月８日）

では，「既存の対策のみでは2,200万～3,600万1-CO2不足すると推誹された」

にもかかわらず，「既存対策を補強する諸施雄の削減効果も合わせて，約

3,700万t､CO2以上の排出削減効果が見込まれ，京都縦定itドの６％削減は達成

し僻るものと考えられる」と強弁している。

そして，2008年３月２８日に閣議決定された改定京郁縦定井目標達成計画で

も，産業界の自主行動計画上稚みや自動車の燃拙改苫，家庭やオフィスの街エ

ネルギー対策の徹底，新エネルギーの普及推進と従来とｌｊ１じ方針の羅列で新味

は乏しい。

既存対策のみでは目標を達成できず，補強する施餓が騨人できない現状で

l）バリ会縦では，①2013年以降の削減目標とmI雌枠組みの縦I倫の期限を2009年とするこ

と，②ＩＰＣＣの科学的知見を今後の交渉の指針にすること，③アメリカやl喫な途上図の

参加に窓をIMIくことについては合意された。
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池蝉l螺における温暖化対錐

は，環境符が目標を述成できないことを正式に秘めるのは時ＩＨＩの間皿であろ

う。もともと政府の対策では京都メカニズム2)(排出雌取引）を使って2,000

万トンの排出削減（６％の削減淡務のうち1.6％）を行うことになっていたが，

このままでは来達部分も税金を使って海外からクレジットを闘ってこざるをえ

ない状況になろう。あくまで日本経間連の自主行動Ｍ１･画をベースとし，エネル

ギー起源のCO2削減対錐としての新たな政策手段が示きれなかった結果，「地

球温暖化対紫の推進に関する法律」（以下，「温暖化対策推進法｣)３１を改正し

(2008年３月７日|淵議決定)，税金を使って他国のクレジットを賊入すること

になる可能性は大きい。

部門別の排出荒(直接排出；発電に伴うCO2排出をエネルギー娠換部門‘》の

排出としてカウントしたもの）（図ｌ）をみると，エネルギー娠換部門の排出

品が一稀多い。産業部門はわずかに減少傾向にあるのに対し，エネルギー娠換

部門の排出鼓の伸びは大きい｡これらを回内対簸だけで削減することは難しく，

事業者が自主的に行う京都メカニズムクレジットの取得を織り込んでいる：

このような中で，今後も電力梢盤批がjWえていくことを前提に，巡気邪業連

合会はCO2排出原単位20％削減を唱えている。しかし，あいつぐ原発トラブ

2）京都談定番で定められている京都メカニズムとは，①附崎IFI何ＩⅢで排出枠を秘椎する

排出逓取引（第１７条)，②附属i1FI囚I川で没室効果ガス削減を実施し，その粘果生じた削
減単位をホスト凶から投街IRIに移転する共liil実施（J1）（第６条)．③附岬iFI締約側が非

附属杏Ｉ囚において実施きれた温室効果ガスの排出削波ﾘ【染から生じた削減分を礎11卜する

ことを認めるクリーン間発メカニズム（CDM）（第１２条）の３つをいう。

3）京都議定排採択後の1996年に成立した沿暖化対鞭推進法は．にlや脚治体，企業，回民

の温暖化ガスの排出抑制に向けた役割などを明記している。2005年改正では，２００６年庇
から温暖化ガスを原油換算で年川1.500キロリットル以上排出するリl離老に，温晩化ガス

の排出冠を自ら算定して回に縦i1iするよう義務付けた。同制皮では池力仙川に伴って排出

きれる涯暖化ガスは堆終滞饗家が排州するとみなきれ，発芯所で発生する温班化ガスがそ

のまま逝力会社の分とは計算きれない「Ⅲ接排川」方式で抑出する。

4）輸入・生廉きれたエネルギー源をより使いやすい形態に権換する工1M部門で，発地・而

油桁製．コークス熟製造・都市ガスの脚家消溌など:こ分馴きれる。エネルギー娠換部1,01の
うち，発竃に伴うＣａ排出が約９荊を占める。

5）改正程暖化対莱推進法では，１８業稀が脚主的:こ行う京都メカニズムクレジットの収得及

び政晒への移転等を推進することを配瞳することとする方針が盛I)込まれている。
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ルや石炭火力発芯の刷加によって20％削減は難しい。そのうえ，たとえ２０％

削減ができたとしても，使用電力量の増加に伴ってCO2の総排出鐙が増加す

ることは確実である。

本稿では，地気耶業における温暖化対策につき，迩源柵成の脱炭素化という

観点から，以下の愉点について検討する。

①日本の巡源柵成のうち化石燃料が６割を占めるが，そのうち暇も燃料価格

の安い石炭火力発巡が期えつつある。脱石炭火力のためにはどのような政策が

必要か。

②脱化石燃料として政府がすすめる原子力は，典剛的なＮＩＭＢＹ施設であ

る。一方，誰もが衝成する自然エネルギーは安定性や密度という点で問題があ

る。主力とはなりえないとされる自然エネルギー推進をどう考えるか。

③効率性追求，規制緩和の観点から，電力市場を１００％自由化すべきか。

100％自由化することは原子力と自然エネルギーにどのような影郷を与えるか。

④ＥＵ諸国に比べて，日本で自然エネルギーが普及しないのはどのような理

由によるのか。

⑤原子力へのパブリック・アクセプタンスは可能か。核燃料サイクルとプル

サーマルをこのまま継続すべきか。

⑥ともに目に見えない危険性をはらむ高レベル放射性廃棄物と温暖化による

気候変動の影響をどのようにとらえるべきか。

2．電気事業における温暖化対策

(1)排出原単位20％削減の問題点

図ｌに示すように，エネルギー転換部門のＣＯ２排出fitは，日本全体の約

30％（直接排出）を占める。したがって，電気事業におけるCO2削減策が温

暖化対策の砿要な位般を占めることになる。

日本経団連の環境自主行動計画として，巡気事業迎合会では，「2010年度に

おける使用端CO2排出原単位を1990年度実戦から２０％程度低減(0.34kg-CO2

４



民生

/kWl'程度にまで低減）するよう努める」１１標を掲げているＷこの１１陳採川の

理111は，「地球温暖化対策として11標とすべき11j父の使川に伴うCO2排川11（

は，利用者の使川芯〃雌と彼川端CO2排出原iii位を掛け合わせて猟出できる

が，このうち利用者の使用竃ﾉJ1!}§は，天候や利川村の地気の使川’川liiといった

芯気'1＃業者の努力が及ばないI蒲状況により蝋城することから，１泌Wli業杵とし

ては，ｒｌらの努力が反映可能な脈iii・位の低減を１１標として孫川している｡」と

いうことである。

確かに巡力分野の温暖化防止としては，１１i力使川.'1tの削減，すなわち，仙川

将側の梢エネやエネルギー効率改泌の方が望ましい。しかし，地如Ⅱ難行側の

園'１ 日本の部門別二酸化炭素排出量一各部門の直接排出量一

廃難物
２８９Ａ

地気'1i柴における洲||斑化刈餓

出典：hltIX"wwwjcca1,orgﾉboI11cm/､'icw/１０１６ﾉ786ノ

■
Ｑ

6）日水経団連環境向主行動計画個別業仙版２９輿。

ｈＩＩｐ:"www・kcidxmrcnorjp小p【lncsヅpoIicy/20()6)89/kobclsu.pd『



兼平 裕 子

温暖化対策として，使用電力鼓を減らすという11隙を掲げることは，営利を追

求する民Ⅲ企業としては難しい。自主行動計画の範鴫で，CO2排出総量の削減

目標値を示すのは難しい面があることは否めない。

経済活動にはエネルギーを消費する，したがって，ＧＤＰ増加のためにはエ

ネルギー消郷1tは減らしたくないというのが政府や産業界の立場であろう２

｢2010年エネルギー需給見通し」も「2030年エネルギー滞給見通し」も共に，

エネルギー消獅,tが噸加することを前提としている。聯に利便性の高い電力需

要は，サービス経済化，加工組立産業の成長など製造業の構造変化，高齢化な

どにより，かなりjW加することが予想されている（図２参照)。

排出原単位20％削減の更なる問題点は，この目標値はほとんどCO2を出さ

ない原子力側発計画等をベースとしてチャレンジングな伽を設定している点に

ある。目標述成のための取組みとして，再生可能エネルギーの普及に向けた取

組みや火力発1u熱効率の更なる向上と火力巡源迎川方法の検討もあげられてい

る。しかし，主たる取組みが，「安全確保と信頼回復を前提とした原子力発近

の設備利川率向上，原子力立地の推進」にあることは|川述いない。

原子力への依存を高める8'ことによって排出原単位の削減をめざしてきたに

もかかわらず，自主点検記録問題に伴う原子力の災期停止:'2007年新潟県中

越沖地震による柏崎刈羽原発７基の停止による地力不足時には，火力にシフト

することによって対応したy｜その結果，通癖11業部門におけるCO2排出爺は

7）COzを剛やさずにＧＤＰを年３％で成長きせるなら，たとえば橘エネ法での年ｌ飴のエ

ネルギー効串改幣だけでは不十分である。首相「地球拙咽化Ⅲl題に関する懇談会」第１回

政紫手法分科会（2008年５月１２日）枝廠淳子委貝発甜資料より。

http:"dnily.《'ndanka､comﾉ肥pon/daWO5121owcbnmlg､pdr

8）原単位20％削減のために原発稼働率87～88％を想定したものになっているが，現実に

は71.9％（2005年度)，69.9％（2006年度）の設鮒利川卒にとどまっている（電半速発表

資料)ｃ

９）東芯のいくつかの原発で発覚した不正行為をきっかけ'二．2002～2003年にかけて．同社

の原発全１７雌が順次運転を停止したｃまた2001年には．間巡の美浜原発３号機蒸気噴出

邪故を起こしたことから，Ｉ‘ｊｌ社の他の原発８蜂も点検のため巡極を停止した。これら原発

のj汁画外停1ｋによるＣｕ瑚加分は，2003年度は4.8％、2001年度は2.8％(2006年６ｊｌ２

Ｈ付環境竹配布資料，2006年１０月１７日付環境杓発火資料をもとに算出したもの)になる。

６
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図２ 日本の睡力需要の見通し
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瑚加し，そのjW加分は束郁メカニズムの活用によらざるをえないという状況に

陥っているも''図レベルでも海外から2,000万トンのクレジットを購入し（６％

の削減錐務のうち1.6％)，地力会社レベルでも自主行動計画達成のためクレ

ジット取得を求められることになる。すなわち，国内でのCO2削減はすすま

ず，側レベルでは税金をつかい，地力会社レベルでは電気利用者の負担によっ

て海外から炭紫を貿ってくるという状況に陥っている。

メルトダウンのような匝大１f故のリスクは別問題としても，地震国日本では

ー

１２．６

１０）柏崎刈判M(苑の停止を受けて．2007年夏に東芯は１７年ぶりに需給調整契約を使い，さ

らに地力'111触辿や、求発ｆＥとの取り決めによって供給の榊大を確保した。八ｍ達夫「安定

供給のための屯ﾉj制晩改仙「規制改砿の経済分析地力自由化のケース・スタディ」（日
本紙済斬聞出版祉，２００７年）２３１１f〔，

11）総介櫛猟エネルギー側代金芯知り畷分科会「今後の望ましい竃気４$業制度の在り方につ
いて」〈2008年３Ⅱ）では，硫郁メカニズムクレジットを邪業者別ＣＯ』排出係数に反映

きせる方雄を牌じることとぎれている」と点郁メカニズムの利用を前提とした記載になっ
ている（２５典)。
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地濃の直撃によって原発が緊急停止するリスクは大きい。出〃洲整ができない

原子力はベース・ロード電源として利用されている。そのベース・ロード電源

が停止すると，火力に頼らざるを得ず，CO2がかえって瑚加してしまう結果と

なる。

(2)天然ガスか，石炭か，石油か

図３霞源別発砺耐力景の実綴および見 通 し

(他kWI1】

12.00〔）
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近力の年間発地篭は年を追うごとにjW加している。脱蛎111として，ほとんど

CO2を出さない原子力や，炭素含有.;,I:のより少ない天然ガスへの移行がよく言

われるが，実際は，図３に示すように，火１１製造業の、家発1じゃ迩力会社で，

燃料価格の安い石炭の利用がすすむことになった'外部性（社会的コスト）を

§

12）２００６年度の石炭火力の発迩:itは９０年比3..1階となり，それIこ伴う温室効果ガスの排出

雌は2.6倍であった。（発電電力鼠僻成の推移，涜源エネルギー庁「;１４成１９年度竃力需給
Ｉ汁画の概要｣）2007年７月ｈl【p:"wwwjcmIl.､Ｃｌ.()rjp"KlpKlI1cWUじnki/2007/dc､07077P02-07.pdf
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屯拭1$業における温暖化対策

蕃噸せず，市カルメカニズムに任せたことによる自由化の当然の結果であろう。

化石燃料の中で炭紫含有最の一番少ない天然ガスは，今後の脱炭素社会のため

にjIt要な役削を演じることは間違いない。ところが，液化天然ガス（LNG）価

格は他の化石燃料に比べて相対的に高いｃ

苑地簸全体でみて，化石燃料への依存は約６割，石炭火力への依存は約

24％を占める(2004年度)・炭紫含有量が最も多いが，残存埋蔵量が鮭も多く，

かつ，燃料価格の安い石炭火力に依存せざるをえない現状は，温暖化を一局進

めてしまっている。ところが｢今後の望ましい電力事業制度の在り方について」

では，「石炭火力はCO2排出原単位が高いものの，効率性や安定供給の観点か

らは俄極的に誹価されるべき通源である」と，石炭火力推進を明記しているg’

そのオフセットとして，大規模発竃である原子力への一層の依存を高めざるを

得ない。ところが肝心の原子力は長期停止状態となり，原発の埋め合わせとし

て石油に依存せざるをえない§Iその結果，目標は達成できず，大鼓の排出枠

クレジットの収得を求められるというジレンマ状態に陥っている。

にもかかわらず，２００９年度で37％，2014年度で４１％と原子力への依存を更

に尚めようとしている（図３参照)。このような原子力への過度の依存が，原

発停止時の火力発迩の必要性や，系統問題を原因とする自然エネルギーの停滞

を拙く納果となっているのが現状である。

13）ＣＱ排出卿'１位が商いにもかかわらず，石炭火力を推進し，他方で，石炭ガス化発髄の

向効，網化とＣａのIul収貯蔵（CCS〉を組み合わせることにより，遜源自体のＣＯ２排出原単

位の低減をlxIろうという政簸は，効率性の追求どころか，単なる矛盾した政策の組み合わ

せではないか．

l‘1）中越沖地淡による原発停止の穴埋めとして東通側は「割安でＣＱ排出が少ない液化天然

ガス（LNG）利ﾙIを雌優先する」と説明しているものの，実際の穴埋めの大部分は価油だっ

た。これら迫力IliijEj遮碓は日本の年間原油消溌の２％強に相当する。さらに，２００８年夏場に

儲えた原発３堆分300万キロワソトの追加分の半分は廃止寸前だった休止火力５基の再稼

働によることになる。「原発停止広がる波紋（上)」2007年１０月１８日付日本経済新聞。

なお前掲注１１）では．「このような設備容簸の激減を招く羽象に対しては，燃費調達性

輔からは｛j柚火力が巷えられ、エネルギー・セキュリティの観点やSOx等への対応等環境

＆11約の岨点を念め総合的に検討することが必要である」と記載きれている（１９頁)。
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lｉｆｌ４附子

(3)電源の多様化のめざすもの

日本のエネルギー問題を考えるとき，エネルギー自給率が４％（大部分は水

力）しかないことが大きなネックとなっており，原子力推進という国莱はエネ

ルギー自給という悲願に蒲ぴつく９

エネルギー資源をほとんど持たない'1本のエネルギー政策の基本目標は，

｢環境保全や効率化の要請に対応しつつ，エネルギーの安定供給をめざす」こ

とである。2002年６月に公布・施行されたエネルギー政策基本法では，まず

安定供給の確保（第２条)，そして環境への適合（第３条）を掲げ，前２条の

政策目的を十分考慮しつつ，規制級和縦の施策が推進されなければならないと

いう「市場原理の活用」を第４条に掲げている。すなわち，上記基本方針は原

子力推進路線を堅持することを示している即

同法12条を受け，2003年１０月に'31縦決定されたエネルギー基本計画では，

｢原子力発電は安全性の確保を大前提に堆幹遡源として推進する」と明記され

ているｃこのように原発の維持を前提としているので，複数分散型ネットワー

クを想定することはできず，その後2007年３月９日に改定された同基本計画

では，「発電から送配地まで一rIした体制で確実に地力の供給を行う責任ある

供給主体である一般竜気邪業考を''１心に，地気の安定供給を図る」基本方針が

明記されている。

一方，経済産業省・資源エネルギー庁が2006年５月３１日に公表した「新・

倒家エネルギー戦略」では，ル;(子力を「供給安定性に優れ，発電過程において

CO2を排出しないクリーンなエネルギー源」と位悩付け，「2030年以降におい

ても，発電電力最に占める脈子力の比率を３０～40％程度以上とすることを目

指す」と，更なる原子力の推進(原皇j?･力立胆l）を明記している。すなわち，新．

15）日本はかつて．エネルギー自給率１００％のllilであった。エネルギー源は薪と木炭で，山

林を大切に守りながら自然鮒現の範洲内で線らしてきた。石炭鉱山の全盛期だった1955

年でもエネルギー自給率は80％であった。中村政雄「原子力と環境」（中公新寺．2006年）
４８頁以下。

16）船田正之（2007）「地力産業における巾賜支配力のコントロールの在り方」「ジュリスト
No.1335」９７頁。
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地拭'1雌における拙暖化対策

同家エネルギー戦略において進成すべき３つの目標のうちの２つ，「同災に{高

頼されるエネルギー安定保障の確立」と「エネルギー問題と環境問題の一体的

解決による持続可能な成長基撚の確立」を速成するための基幹電源として原子

力を選択し，原子力を薪芙に推進していくべき洞との基本的な考え方を採って

いる。

エネルギー安全保障の観点からは，ほぼ１００％海外からの輸入である化石燃

料に依存しすぎることは望ましくない。原子力発電の原料であるウラン鉱石も

１００％海外依存しているが，エネルギー幣度が商いため，準国産肥'とみなされ

る。したがって，原子力を椎逃していくことは，エネルギー自給率を高めるこ

とになるというのが政府の方針である。ところが前述したように。原子力への

過度の依存は原発停止時の化石燃料の使用を期やすことにつながり，エネルギ

ー安全保障上の不安要因となり，史には，温暖化防止にも逆行するという結果

になっているのであるｃ

つまり，エネルギー消費Ｍ:の抑制卿という社会的な構造改革を行わずに，

消費型経済システム維持を前提とするのが戒郁談定番目標達成計画であり，こ

のような達成計画は，実効性に疑問ありといっても過言ではなかろう。

3．電源の選択一価格的要因一

(1)炭素含有量のより少ない燃料源へ一石油石炭税一

上述してきたように，芯ﾉ｣淵典のjW大をIMj提としたうえでCO2削減を同内

17）中長期的に原子力比率を上げていく，核燃料サイクルは推進する，高速瑚航炉サイクル

の実用化を目指す．といった鵬本方針をlﾘl‘1.している。

18）ウランやプルトニウムはエネルギー密度が商く（少妓で大翫のエネルギーを発生する)．

原子炉に一度礁料を補填したら，１年1111燃糾補給なしで逆転できるという備菩性にすぐれ

ているので．準国巌ときれている“

19）前掲注１１）には「需要家が禰要を仰&llするインセンテイプとして，季節別・時間補別料

金を例とする価格型と．滞給捌篭契約を例とするインセンティプ型がある」と妃載きれて

いる（２４頁）が，十分には機能していない。

１１



兼平 裕 子

対策のみで遠成することは難しい。各電力会社は京都メカニズムの利用によっ

て達成しようとしているが，このような取引はあくまで，「約束を履行するた

めの国内的な行勤に対して補完的なものでなければならない」（京都議定書１７

条)。電力のCO2排出原単位削減のためには，まずは，炭紫含右liItの少ない燃

料源への転換,すなわち，石炭火力から天然ガスへの転換が砿要になってくる。

燃料価格自体は市場メカニズムにゆだねるしかないが，社会的コスト（外部

不経済）を是正しようとすると公的権力の介入が必要になる。化石燃料の使用

が引き起こしたコストは価格には含まれていない。温室効果ガス対策も電気事

業者が果たすべき公共の利益の尊重であり，そのために社会全体で必要なコス

トを負担することが必要になる’

化石燃料は自ら生み出す社会的コストを負担しておらず，これが炭素税の課

税根拠となっている。裸税には価格効果として，CO2排出割合の高い燃料から

低い燃料へ転換する効果がある。したがって，多様な燃料を利川しうる分野に

あっては税制によって燃料の転換が行われる可能性がある:Ⅲ

既存のエネルギー税を税収総額を変えることなく炭素含有故に応じた課税方

法に変えることは，石炭から天然ガスへシフトするための１つのインセンテイ

ブになりうるし帯'政治的な札榛も少ない。最近の原油間により，石油から天然

ガスへの移行が進んでいるが，更には，石炭火力発電所からの移行も必要とな

ろう胃》

環境税制改革が行われているＥＵ諸国のうちドイツでは，既存のエネルギー

20）ジヤンーマリー・シュヴェリエ苫・潮田達夫監訳・林丹悲翻択「仙界エネルギー市場」
（作品社．2007年）２１６口以下。

21）2001年５月８日「地球温暖化防止対策のためのエネルギー・卵境関連税制について

（案)」によると，「ガソリンに１リットルあたり１０円の並税を猟しても，有意な効果は認

められないが，多槻な燃料を利用しうる分野においては，税制によって燃料の極換が行わ

れる可能性がある。ただし，極換効果を狙った税制を導入する場合には，代件が十分に実

現するのには及川の期lHlを典する｡」

22）世界的な実諦の拡大に伴って行炭価格は急騰している。２００８年度の発通用の石炭価格が

１トン１２５ドル（2007f１２度の２．３陪）になると，電力案界は6.000他IIlの負担地になる。

（2006年４ノ１９１１付11本粍済新聞）
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税である石油税に税率を上来せするとともに，猟税対象となっていなかった電

気税を新没するという環境税制改雌を行っている:!'ただし，ドイツは日本と異

なり国内炭があるため，石炭にはiMlI税されていないという欠点をもっていた。

しかし，ドイツ国内の石炭使用Ｍ:の７５％は地力，２０％はエネルギー集約型産

業，５％以下が家庭暖腸川となっている。地力に用いられる石炭には電気税が

課税されており，また，エネルギー災約卿産業は軽減措世（迩力税法１０条に

よって税率が60％（当初は8096）引き下げられている）があるためそれほど

問題とはされず，窓法抗杵でも粟却された§’

Ｈ本では巡輸川燃料に対しては，描入の段階でも（石油石炭税)，自動車・

航空機等の燃料となった段階（石油ガス税，抑発油税及び地力道路税，軽油引

表１浬噸化対策閲迎税制の導入

23）技術開発により，ガスターピンの効率は向上してきている。これらのガスタービンは燃

焼効率が高く，ＣＯ２削減も兄込め，，fiくなったｲi油・イi炭発地所の慨き換えも期待きれて

いる。「犬然ガス火〃発屯Ｃａ排出抑iWIlを加速」（20()８年３ｊ１１４日付日本経済新聞)。

24）１９９９年３jj24I11Iil境悦制改和Ⅸ細法によって始まったドイツの環境税制改革は，石油

税の税'綴上染せ分と↑”〔税の折批による環境税制改峨であり，その悦収の９Ｗ11を社会保険

科の引き下げに充てるという税収011立の「二爪の配当」をＥ的としたものであった。永見

端（2005）「ドイツにおける機附係,盤プログラム，排出、:取引，踊境税の動向」「ジュリス

トＮ(》､1296」６３貝以ド。

海外分は環境朽綱べ。税:網は()７年,刈べ･１１本の税収は押発油悦とｲｰi油石炭税，地源開発促
進税を合わせた。

出典：「環境元年第３部政簸ウオーズ⑤」（WlII新川2008.5.22）

１３
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名 ノルウーz－ デンマーク オランダ イギリス ドイツ スイス 日本

主な税Ⅱ
炭搬悦な

ど

炭糸悦な
ＦＤ

ン
●
）

エネルギ

ー税など

弧候変動
税など

エネルギ

ー視など

温暖化対

策脱など

押発油税

など

導入時則 9】年 92年 96年 01年 99年 ０６年 09年？

主
な
税
率
（
円
）

ガソリン

(１リットル〉

ｲi炭（１トン）

芯力（１キロ

ワット時）

101.4.1

1０．２０５

2.11

172.18

36.‘123.9

１３．１１

111.88

2,015.4

11.66

109.78

2,656.49

0．９８

107.27

1,292.‘1６

3．３１

74.47

なし

なし

53.8

700

0.375

税収(億IIj）
2,755

(07年瓶Ｉ）

3,Ｍ６

(06年）

‘1.708

年)

５ 730

(06年)

７兆5.237

(06年*ど）
不明

3兆7,313

(０６年）

惟な使途 一般財源 ･股財源 ･股財源 -一般財源 --．股財源 一般財源 一・9鋤源？



雅平裕子

収税，航空機燃料税）でも課税されている。しかし発巡用の場合は，輸入段階

での課税のみである。しかも日本の化石燃料の税率は，どの燃料も，ＥＵ等諸

外国に比べて，相対的に低い。石炭の税率は特に低い（表ｌ参照)。

輸入段階での課税である石油税は，石油対紫財源を確保するために1978年

に創設されたものである。この石油税は，それまで非課税であった石炭も課税

対象に取り込み，2003年に石油石炭税へと改編された評)ただし，発巡に使わ

れる一般炭（輸入のうち６割）は新たに課税対象となったが，鉄鋼生産に使わ

れる脈料炭（輸入のうち４割）は課税を免除した。これらの税収はいったん一

般会計の歳入となった後，石油及びエネルギー補給柵造商庇化対簸特別会計

(以下「石特会計｣）に繰り入れられ，石油対雄（石油安定供給対紫，石油生産

流通合理化対策）とエネルギー需給櫛進尚度化対錐（地球捌吸化iMl題等に対応

したエネルギー・環境対紫）に使われる事実上の特定1M.源となっている。

2007年４月１日以降の税率は，原油及び石油製品は１キロリットルにつき

2,Ｍ０円，ガス状炭化水素（LPG,LNG）は１トンにつき1,080円，石炭は１

トンにつき700円（炭素１トンあたりに換飾すると，禰油約780円，天然ガス

約400円，石炭約290円）となっており（石ｉＩｌｌ石炭税法９条)，2008年度予算

では5,210値円が見込まれている。

実際の単位熱通あたりの炭素含有髄は天然ガス１．０，石油１．４，石炭１．８の

比率なので，石油石炭税法９条の税率のままでは炭紫税になっていない。しか

25）地力税と石油税は電力消費者が製造業又は農林業の嶋合，悦率が８制減免きれており

（芯力税法１０条．万油税法25条)，この租税減免拾慨をめぐって，莱勝川冷蔵叩難を営む

２社が地力税法３条，５条ｌ頂，９条３j９，，１０条１．２頂を対象として窓法抗告を(ｌＢｖＲ

ｌ品18/99)。欧州全域で各弧運送業を営む５祉が石油悦法２条，２５条，2581条に反麓して迩

法抗告を（lBvR905/00）おこした。理境税制改放法は雌木法３条ｌ頂，１２条１項およ

びl‘1条１項に基づく韮本椎を侵諜しているとして，辿邦迩法批判所で争ったが，棄却き

れた。（200‘1年４月２０日第１法廷判決Ｕ『tci1vom20､ＡＰ向1200;l）
26）新たに石炭も課税対象ときれたことは，耶実上の現境悦（炭謝悦）の導入となるが，経

蔽柑と呪境竹の両柑は「CO2排出抑制を主たる目的とした「卵境悦」とは全く性貿や内容

を拠にする｣と強調する文評を公表した。前轍は環境税導入に膜対する潅梁界への配噸が，

後将は更に本格的な環境税の導入蒲がかき柵されてしまう心配があったためである。「環

境元年第３部政策ウな一ズ⑤」（2008年５ｎ２２Ｈ付け初Ⅱ折IⅢ）
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↑唾(1畷における拙暖化対策

し，この石油石炭税を炭紫含布1,tに応じた課税方法に変更するとかなりのＣＯ２

排出抑｛ljIl効果が期祢できる胃1炭紫含ｲ『皿のより少ない燃料源への転換のため

には，CO2含ｲyIltに応じた税率へと見直し，石炭課税の強化を行うべきである

？○

(2)原子力振興のための電源開発促進税

一方，販光1畦(1,000キロワット時あたり３７５円の税率で課税される電源開

発促進税（石油危機時の1974年に石油に依存する電力供給体制からの脱却を

11桁して制定された１１的悦）は，石油石炭税の改編（発電用一般炭への課税）

と呼応して税＊が引き下げられ，2008年度予算は3,480億円に減少している。

地源lN1発促進税法第１条（2003年改正)調には，「原子力発電施設，水力発

地施股，地熱苑地施投等の没悩の促進及び運転の円淵化を図る等のための財政

l話の描批Niびにこれらの発芯施設の利用の促進及び安全の確保並びにこれらの

苑TIi施股による地父の供給の111滑化を図る等のための措置に要する費用に充て

るため，…股地気１１業者の販光髄気には，この法律により，電源開発促進税を

裸するc」と，その裸税Ｉ１的及び糾税物件が明記されている。

そしてその税収は，１u源開発促進対雛特別会計法により，電源開発促進対策

特別会bil．（以卜．「1u朴会iiI･｣）という特別会計に繰り入れられ，電源立地勘定

と地源利ｊＩｌ勘定にⅨ分され，ほぼ全額製'1が原子力振興に振り分けられる。全て

27）伽１１影（1997）「環境悦（炭紫税）の公共選択」「経済分析153号」（経済企画Ij:経済研

究所糊災）６Ｊ〔以ドによると，現行の化ｲj燃料鮒悦を税収を変えずに純粋炭素税へと改革

すると，イi災のjル合，爽効炭紫悦率は１トンあたり13,286円となり．42.939百万ＩＣの

ＣＯ２削減;,iがj,!‘込まれる｡

銘）改lIZIi1の鋪１条Ｉ原lソJ先屯施‘没，火力発芯施政，水力発地施設等の設侭を促進する等

のための財政上の拙拙及びｲi油に代杵するエネルギーの発電のための利１Ｍを促進するため

の財政上の州l'iに笈する獅川に充てるため･･･」と比較すると，隷税目的が異なっている。

２００３年ｌＯｊＩ以降，遡源§法交付金制度についても，交付金の統合・一本化，対象11業

の拡大称の兇lf〔しが行われたく

29）Ijjl法輔１条鋪３項イに「独姉r政法人所エネルギー・牽業技術総合開発機綱に対する

交付金の交付」が聯げられているのが雌・の例外と思われるご
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の電源構成のうち原子力は３割程度なのにもかかわらず，全販売電気を課税対

象とした税収ほぼ全額を，原子力振興に向けている。

一般消費税がTaXonTax30状態で裸税されているにもかかわらず，原子力推

進目的のための電源開発促進税という個別消費税は今もなお必要であろうか。

電気を使用する全ての消費者が原発推進の費用を負担していることに対するア

カウンタビリテイは可能であろうか。「温暇化防止のために原子力が必要か｣と

いう問題は，次項４で論ずるが，脱化石燃料を目的とするなら，石油石炭税と

勉源開発促進税の両税を税収中立で炭素税へと改編するという方法も考えられ

る。

一方で，原発立地地域への地源三法（地源開発促進税法，電源開発促進対策

特別会計法，発電用施設周辺地域鞍備法）による税金の振り分けがなくなると

一層新増設が難しくなるとの懸念もあろう。しかし，発電所運転開始以降は，

固定資産税を始め，事業税や住民税，原子力関連事業者特有の核燃料税，核燃

料物質等取扱税などが長期|H1にわたり立地自治体の税収となっている。

地方の時代という割には地方独自の税源は乏しい。原発が立地される地域は

特に過疎化の著しい地域である。過疎問題とエネルギー問題をともに解決する

ためには，地方独自の税源が必要ではないか。2000年施行の地方分権一括法

により，法定外目的税という独自課税を設けることが可能となった。しかし，

主要な税源は既に国税に取り込まれている。国税と重複する法定外目的税を設

けることはできないため，大剛の法定外税を役けることは難しい。現行制度の

ようにほぼ全額を原発推進に充てるシステムを続けるのであれば，全ての冠源

のうち原子力発電分のみを課税ベースとして負担を求める方法も選択肢の１つ

としてありうるのではないか。

30）取引高税のような前段階の税額や仕人を控除しない税の場合，課税の効果が累積し，前

段階までの税額にも間接税が課されてタゾクス・オン・タックスが生じる。個別消費税と

一般消費税という裡数の間接税が併‘側されることによるタックス・オン・タックスについ

ては放潰きれることも多い。
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電気邪業における温暖化対策

４．原子力への依存

(1)原発建設に公益性はあるか一ベース・ロード電源としての役割一

「温暖化防止のために原子力を推進する」というオプションに関しては，賛

否が分かれる。2007年１２月開催のＣＯＰｌ３で日本政府が「将来的には，クリ

ーン開発メカニズムの枠組みに原子力発竃を認めるべき｣３１)と主張したことに

対し，各国から批判が相次いだ。一方で，ＩＰＣＣ第４次報告書第３作業部会報

告書32'では，「原子力は2005年の電力供給の１６％を占めるが，他の供給オプ

ションと比較したコストを考えるなら，2030年には，電力供給量の合計の

18％を占めることができる。しかし，安全性，核兵器拡散，核廃棄物の問題が

制約条件として残る」と原子力の利用可能性にも言及している。

要は，原子力抜きに温暖化問題を議論することができないのが現状であろ

う。にもかかわらず，原子力へのパブリック・アクセプタンスが難しい要因に

は，放射能という目に見えないリスクへの不安，「トイレのないマンション｣と

いわれるバックエンド問題，そして，最近クローズアップされてきた地震への

リスク対応があげられよう。

二度におよぶ石油危機を背景に，政情不安な中近東への石油依存から脱却す

るために原発推進をすすめていた時期は，エネルギー安全保障や電力の安定供

給という国益が原発推進策の基本目標であった。スリーマイル島事故やチェル

ノブイリ事故以降は原発冬の時代が続いていたが，現在，原発推進は安定供給

面よりむしろ温暖化対策という環境要因に重心が移っている曹）

31）2001年のマラケシュ合意で，第１約束期間（2008～2012年）内は原発を認めないこと

で各国が一致している。

32）ComributionofW⑥『kingG『0叩ⅢtotheFourthAssesSmemReporKoflhelntergovemmenml
PaneIcnClimatcChange、

33）電力新聞海外原子力取材班鵜「原子力ルネサンスの風」（2006年，Ｈ本電気協会新聞部）

によると，米回では2005年に成立した包括エネルギー法によって，スリーマイル島事故

以来途絶えていた原発の新規建設が実現しそうであるし，原発の稼働率も９０％に達してい
る。
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原発推進は図錐民営という形態をとっている。「先ずは1通lが大きな方向性を

示して，簸初の第一歩を踏み出す」という「原子力立|副制･画」（2006年８ハ）

で定めた韮本方針に則り，事業環境の耀備をすすめてきた。それは，公維ﾘｉ難

における規制緩和が進展する中で，股期のリードタイムと多額のイニシャルコ

スト（建設費）が必要な臓発処殺を民ＩＨＩ企業が行うという難しい図式である。

市場のリスク，規制のリスク，筑候変動に側巡するリスクは新岨の脈発巡投

や自然エネルギー発電へのハンディキャップとなる。したがって，エネルギー

市場は自由放任というわけにいかず，何らかの公的椛力の枇極的介入が必要に

なる。

電力の安定供給や温暖化iMl題の解決は国統につながる。しかしながら，原発

のもたらす国益は，原発建設サイト近隣に住む住民の民IHI利錐を凌制するほど

の公益性をもつといえるのだろうか。

原発建設によりCO2削減効果が腿められる場合，その利益は当該企梁だけ

ではなく，経済全体に及ぶ。地球規模の温暖化問題解決の手段として原子力発

電が位世づけられる場合には，その外部効果を理由に原子力に政錐的な支援を

行うことが認められる§'しかし，そのような外部効果は自然エネルギーにもい

えることであり，外部性を認める場合でも政府の市ｊｈルヘの介入の利銃がそのた

めのコストを上回ることが条件となる。

そして，前述したような多くのリスクをかかえる脈発に自然エネルギーを上

回る公益性があるとしたら，それはベース・ロード11i源として使われることに

よる安定供給而であろう(図４参照)。季節による気候変動の大きい日本では，

商温多湿な夏場と冷暖房の不要な雅秋時では地力滞要が大概に出なる。この雌

大通力蛍と妓小巡力鼓との差は年々広がっており（図５参照)，負荷率（＝年

平均需要電力／岐大溌要地力；数仙が問いほど効率的な巡力供給が可能）は，

欧米主要国と比較すると低い水雌となっている普’

31）矢烏正之〈2002）『エネルギー・セキュリティ」l82xo

35）２００６（平成18〉年度で63.296,2007（平成19）年度で62.2鮎の兇込みである。太剛知

子（2007）「平成１９年度地力供給iii･画の慨饗」『地恨・2007.71。
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滞要者側（デマンドサイド）のピーク時の使用最を抑制するインセンテイブ

も必要であろう。しかし，系統問題等がネックとなって普及が進まない風力発

迩調を推進するためにも，原発への過庇の依存を抑制すべきではないか。エ

ネルギー需給見通しのように原子力の割合を４０％にも引き上げると，風力発

電の１W及は一周すすまなくなってしまう。存秋の最小地力使用破と原子力発地

雌が桔抗してくると，揚水式水力のような非効率な発巡に頼らざるをえない。

原発停止時のリスクは更なる火力発電の１W加という温暖化対策への逆行につな

がることも考えると，これ以上の原子力への依存は避けるべきではないか。

(2)地震時における原発の危険性一司法判断－

これまで，政府は原子力を推進し，原子力委員会の定める原子力長期計凹'7’

や巡源三法の下，立地支援や研究開発支援を行ってきた。これに対し，Ｉ!；〔発述

設による影響が大きい立地地域の住民参加手続きは定められていない。した

がって，運転開始前は建設錐１１請求，｜M始後は運職差１１諦求という形で司法の

場で争われてきた背’目に兇えない放射能のリスクに対し，「原子炉施設の巡極

の兼し止めが認められるためには，原告らの人格椎が侵害される抽象的危険で

は足りず，許容限度を超える放射能を被曝する具体的危険があることを主張立

36）２()03年４月１１１より全面施行された「危知１１業者による新エネルギー神の利川に間する
狩別措催法」（以一ド，「RPS法｣）によって-･股地気叩菜若は新エネルギーを一定割合以上
の利川が義務付けられている。しかし，風力発地という自然エネルギーは苑地量の調盤が
できないので，解列条件（風力発迩の運転を．時的に中止できる）付きの入札枠募災を行
う瓶力会社が期えてきており，風力推進のネックとなっている。

37）１９５６年から概ね５年ごとに「１%(子力長)州･illIilを策定してきたが，ｌＯｌＩｌｌ目の見Tl:しで
「原f力政策大綱ｊと鵜称を改め，2005年ｌｏＩｌｌ４日に，今後lｏ年間程度の原子力の堆本
方針として闇誰決定きれた。

38）原子炉設撹許可は核原料物質・核燃料物質及び原子炉の規iljIlに間する法徹23条に雌づ
いて叩耐される。Ｉ‘１法24条２噸で，「主務大I:iはあらかじめ，原子力委側会の意見を聴か
なければならない」と定めているが．周辺住民の参加手続や間係資料の公１Ｍの定めは例か
れていない。この点を争った伊方原発訴繊（雌高域平成４年ｌＯＨ２９Ｈ判決，民集４６巻
７り･’１７４頁）では，「そのことをもって迩法３１条の法意に述Ｉ叉するものとはいえない」と
判示した。
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征する必要がある」というのが裁判所の判断であり，離し止めが認められるこ

とはなかったｃ

ところが，争点が地震のリスクとなると，判決も異なっている。金沢地裁・

平成１８年３月２４日判決は「原告らの生命，身体，健康が役菩される具体的危

険が謎められる」として，「被告は志間原発２号炉を迎極してはならない」と

の判断をﾄﾞした。一方，静岡地波・平成１９年ｌＯｊｊ２６ＩＩ判決は，「本件原子炉

施投の運転によって，原告らの生命，身体が侭怨される典体的危険があるとは

超められない」という正反対の判断を下した。後巷は，柏崎刈羽原発に被害が

IHた2007年７月１６日の新潟県中越沖地漉後に示された判決であったにもかか

わらず，当該地震についてはなんら言及されていない（もっとも，中越沖地震

は口頭弁論終結後に発生したものである)。

まず，志賀原発２号機差止請求では，「志側ｌｉ(発のある石川県は他の都道府

県と比較して地震の数が少ないことは公知のりI災であるが，本件原子炉敷地周

辺で，歴史時代に記録されている大地震が少ないからといって，将来の大地震

の発生のI'J能性を過小評価することはできない。そうすると，被告が設計用限

界地震として想定した直下型地震の規模であるマグニチュード６．５は，小規模

にすぎるのではないかとの強い疑問を払拭できない｡」と，地震国Ｈ本では想

定以上の吹下別地震の可能性があることを前提としている。

そして，「原子力発電所のような先端の科学技術を利用した投備や装置は，

常に聯故の危険を学んでおり，その可能性を零にすることは不可能であるが，

その投備や装置を設置して利用することについて社会的合意が形成され，かつ

投世者が，想定される事故及びこれによって予想される被害を回避するため

に，その被害の内容や規模に照らして相当と排価しうる対縦を識じたのであれ

ば，それでもなお残存する危険については，社会的にiil:祥されていて違法性が

ないとみる余地があると解される。しかしながら，被告の耐震般計は，地震に

よって想定きれる原発周辺住民が受ける被害の内容や規模に照らして相当と評

価しうる対策を講じたものとは認め難い｡」と，その優答の具体的危険が受忍

限度を超えて違法であることを要すると解きれる「国道４３号線・阪神高速道
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路騒音排気ガス規制等事件」（娘高裁平成７年７月７日判決・民集49巻７号

2599頁）に基づいて検討している。

その結果，「私企業の経済活動に対し，それも通気という公共財の生産に対

し，差し止めを認めることは，わが国のエネルギー需給見通しに影響を与えか

ねないが，電力需要が伸び悩む中，少なくとも短期的には，迩力供給にとって

特段の支障になるとは認めがたい一方で，放射性物質が放出された場合，周辺

住民の人格権侵害の具体的危険は受忍限度を超えている」と判断している。北

陸電力は原発２基しか建設しておらず，その影響は小さいと判断したのかもし

れない。

地震は予知できないとはいえ，万一の場合のリスクは受忍限度を超えて大き

いので，「耐震設計は，地震によって予想される原発周辺住民が受ける被害の

内容や規模に照らして相当と評価しうる対策を講じる必要がある」ということ

になる。なんといっても，原子力発電所は人類の｢負の遺産｣")の部分をもつ。

そのようなリスクをはらむ原発の安全性については「右災害が万が一にも起こ

らないようにするため，原子炉設置許可の段階で，原子炉を設置しようとする

者の右技術的能力並びに申請に係る原子炉施設の位世，櫛造及び設備の安全性

につき，科学的，専門技術的見地から，十分な審査を行わせることにあるもの

と解される｣:O'と高度な安全性が求められている。

浜岡原発は東海地震の想定震源域の真ん中に位世している。志賀原発立地地

域より浜岡原発立地地域の方が地震の起こる可能性は大きい。そのうえ柏崎刈

羽原発７基に複合的被害が出た中越沖地震後に示された判決であるにもかかわ

らず，被告側の主張を認めた判決となった。

地震工学や原子力技術のような股先端の技術を司法の場で判断するのは難し

39）名古屋高裁金沢支部1999年９月９日志賀原発運転差止訴訟判決「わが国においても多

数の事故あるいは問題馴象が発生して国民の原子力発逝所に対する僑頼は揺らいでいるこ

と，その他核燃料の再処理問題を残すことは控訴人指摘のとおりであって，原子力苑fE所

がその意味において人類の『負の遺産」の部分を持つことは否定できないcj

40）前掲注（38）伊方原発訴訟（峨高哉平成４年１０月２９日判決，民集４６巻７号１１７４頁)。
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い。しかし，地淡により放射能耐れ事故が起こってしまっては取り返しがつか

ない。判決文では「抽象的に想定可能なあらゆる事態に対し，安全であること

を要求するものではない」とされ，「本件原子炉施設は，想定東海地震の地震

肋だけでなく，想定東海地旋と束南海地震・南海地震と連動した場合の地震動

に対しても耐准安全性が確保されていると認められる」と判示している。

しかし，2008年３月３１日と５月２２日には表２で示すように．すべての原

発で新耐渋指令に蝦づく得評価が報告された。想定きれる肢大の揺れは全ての

原発で引き上げられた。新潟県中越沖地震で被災した柏崎刈羽原発ｌ～４号機

は辿投時の４５０ガル（ガルは加速度の単位）の５倍にあたる2.280ガルに引き

l茜げられた。今後，補強工事が必要となるため，運転再開の見通しはますます

立たなくなった。

一〃，締間県は気象庁の緊急地震速報で大きな揺れが予想された場合には，

plf前にIjIi子炉を自動停止させることを検討するよう中部電力に要諦した。たび

たび止まることを想定せざるをえない地震国日本でのリスクは「抽象的危険」

表２新しぃ基準地娠動により想定される原発の最大加速度（新耐霞指針に基づく再岬価）

苑地所職 地力会社柄 従来仙
新指針の

没定仙
発電所名 電力会社名 従来仙

新術計の

股定航

油 北海 iifuﾉ」 370 550 志賀 北陸迩力 ‘190 600

収ｊ、 化 E力 375 450 敦賀 日本原子力発屯 532 650

欠川 収〃（ 世力 375 580 美 関西逓力 405 600

桶川第． 収 iＵＪ 370 600 高浜 関西髄〃 ３７０ 550

柵川第 叩〔 世ﾉノ 370 600 大飯 関西瓶〃 405 600

収海鋪 I畔原f〃篭迩 380 600 島根 中国電力 ４５６ 600

柏崎刈羽

１～４号機
取京芯力 450 2,280

伊方

玄海

四国遮力

九州電力

‘１７３

３７０

570

500

柏崎刈羽
５～７号機

岡

東京咽力

中部旭ﾉ」

450

600

1,156

800

川内

もんし①

九州地力

日本原了･力

研究開発擬桝

３７２

466

５１０

600

'雌大仙，iii位はガル）

折耐震術計に鵬づく原発の耐礎性の再評価（2008年３月３１日原子力安全保安院への祇告）
(紬;(屯ﾉﾉ・ｲ1,1崎刈羽原発のみ２０()８年５月２２日）
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というレベルの問題ではないと思われる。

傭報公開や説明賀任が求められる時代にもかかわらず，原子力政簸は，経産

省や原子力委員会，fIi力会社の上聯部のIHlで決定され，地域住民や一般市民の

意見が反映されることは少ない。結局，司法の場で争う方法しか残されていな

いことになる。これら２つの差止め諭求は現在控訴中である。運転差止めが認

められるか否かはともかく，控訴群判決は，中越沖地震による柏崎刈羽原発の

被害状況や新耐震設計指針を考噸し，原発直下の瞳大の揺れを見積もった上で

の安全性についての踏み込んだ判断が必要ではなかろうか。

(3)バックエンド問題と核燃料サイクル

発電を終えて原子炉から取り出した燃料の中IⅢ貯蔵，再処理（核燃料サイク

ル)１１)高レベル放射性廃棄物の処理・処分というバックエンド問題の解決は難

しい。使用済み燃料をそのまま廃棄するワンススルー方式をとるアメリカやド

イツ，フランスに比べて日本がめざす核燃料サイクルの方がコストは商<つ

くf)再処理工場（建設費約３兆3,700世円，巡転保守費約６兆800世円，工場

の解体・廃棄物処理饗用約２兆２，０００億円）が40年操業すると仮定すると，

約１９兆円かかると見祇もられている。このうち１１兆円程度は樋力会社がすで

に引当金を積んでいるので回収できるが，残りは樋気料金に転嫁して回収する

(2004年６月７日経済産業省試算)。

すなわち，標鯉家庭で１年につき，1,260円～1,404円の再処理饗用を家計

が負担させられることになる。咽邪辿は直接処理でも１５兆円かかると発表し

ていたが（2004年)，災は1994年段階で通産省は核燃料サイクル費用が直接

41）背森県六ヶ所村の使用済み核燃料那処理工柵は2008年叉頃から本格椋鋤する。日本で

は使川済み燃料を切り刻んでから化学処理で溶かしてプルトニウムを取り出し，ウランと

混ぜて混合酸化物(MOX)の形にしてＭＯＸ燃料工場に送る再処理を行っている。そして，

ＭＯＸ燃料を雑通の原発で燃やすのがプルサーマルである。

42）核燃料サイクルは石油ショックやウラン埋蔵､;の過小肝価で，国際的なウラン価格が高

脇していた1967年に打ち出された方針である。現在はウラン価格が下落し、プルトニウ

ムを取り出す方がコストがかかる。
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処理より２倍近く高い（直接処理による上乗せ1.23円，国内施設による再処

理2.30円）というコスト比較をしながら，秘匿していた。

ＭＯＸ燃料を原発で使うプルサーマルだけではリサイクル効率は悪い。燃料

転換率が比較的高い１．４となる高速増殖炉はもんじゅ事故により頓挫してい

る。にもかかわらず，政府は経済性の低い再処理にこだわった。核燃料サイク

ルについては反対意見も多かったが，2005年（平成１７年）１０月１１日に原子

力委員会より発表された「原子力政策大綱」では，核燃料サイクル路線の維持

が決定きれ，１０月１４日には閣議決定された。一度決定された政策は変更が難

しいという典型的な事例である。

もんじゅが頓挫し，高速増殖炉の商業化のめどがたっていない現況で，核燃

料サイクルをすすめても現在のウラン価格では経済的に引き合わない。しか

し，この決定に向けた原子力委貝会の議論は「まず結論ありき」ではなかった

か。原子力委員会側としては，再処理に経済性がなくても，建設中の六ケ所村

再処理工場を稼働させなければならなかった。ともかく，これらの核燃料サイ

クルをスタートさせてしまうことによって，エネルギー衝源問題と安定供給の

確保をはかるという図式にとらわれた政策決定ではなかったか。

核燃料サイクルより更に難しいのは，使用済み核燃料から有用なプルトニウ

ムやウランを取り出した後にのこる高レベル放射性廃棄物の処理431である。

数千年から数万年という長期にわたって強い放射線を出し続ける放射性物質を

含むので，ガラスと混ぜて固めて地下300メートルより深い安定した地層に処

分するが，処分場のめどは立っていない。海外でも始めたところはまだない。

高レベル放射性廃棄物の最終処分場は原発施設よりも更にＮＩＭＢＹ施設であ

る。補助金の増額（１次調査２年で最大20億円，２次調査４年で最大70億円）

程度では解決しそうもない。「核のごみ捨て場」への抵抗は大きく，「国民の理

解」のめどはたっていない。

43）国の計画では2035年頃に駁終処分を始める．処分地選定から処分場完成までに約３０年

を見込むので，ここ１，２年の間に処分場を決定しなければならない。
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5．電力市場完全自由化と自然エネルギー普及策

(1)電力市場完全自由化

４で論じたように，原子力への理解が得がたい理由として，原子力政策決定

プロセスの密室性に対する不信感，地震時の原発事故への危険性や高レベル放

射性廃棄物処理への不信感があげられよう。

原子力がベース・ロード電源として使用されることによるCO2削減効果は

大きいが，原子力に対しては通特会計から地元自治体への税金の投入などの支

援を行っている。外部性ゆえに政府の介入が必要なもう１つのエネルギー源で

ある自然エネルギーに対する政府の関与と比較していかがであろうか。

現在日本でとられている自然エネルギー促進策として，ＮＥＤＯによる補助

金や，電力会社が任意にもうけているグリーン電力基金や太陽光発電の余剰電

力を販売価格で買い取る制度がある。前述したＲPS法による電力会社の新エ

ネルギー利用義務もあるが，低い義務最設置によって抑制法となってしまって

いる＃）

一方，需要者側から自然エネルギーを促進しようとしても，小口需要者は自

然エネルギーを直接電力会社から購入することはできない。温暖化対策推進法

により温暖化ガスの排出量を国に報告する義務がある事業者嶋'が使用する迩力

をグリーン電力に変更しようとする場合は，契約電力が50kＷ（高圧Ａ）以上

の自由化対象の大口需要家（通力量の63％）であれば，供給元の変更は可能

である。日本自然エネルギー㈱の行っているグリーン電力証書４６１を利用するこ

44）ＲＰＳ法はＵ標とする義務量（2010年で1.35％，２０１４年で1.63％）が低すぎるため，新

エネルギー推進法とはなっていない。このほか，新エネルギー利川等の促進に間する特別

措撹法（1997年制定）もある。

45）2005年改正により，産業部門を中心に約7,500社，運輸部門の約1,400社（総排出鼓の

約５割）に報告義務が課された。電力の発迩時に発生した温暖化ガスを含める直接排出方

式で計算すると，2006年度の温室効果ガスの排出量が多い企業は第１位東京冠力，第４位

中部電力，第５位Ｊパワー，第６位東北電力と上位２０社中，電力が１１祉を占めた。（2008

年３月２８Ｈ環境省・経済産業省発表）

－２６

Ｌ



竃気１１業Iﾆおける溢暖化対策

とも可能である。しかし，個人レベルでは，太陽光苑地を‘没fitするか,風力発

屯を共同で建設し，建設時に市民ファンドを聯入する樫度しかできない。家庭

部IIIlでは地力が自由化されていないからである。

風力発屯述設費用として元本の保証されないファンドを聯入するリスクに比

べ，荊商でもグリーン地力を職入する方が，より多くの個人滞要家の理解を得

やすい。現在，環境要因は金銭に評価できない非経済的要閃のままである。企

推の自主的取組みや「生活見直し」頼みの京都議定洲:目標述成釧画は限界にき

ていることは間違いないのであるから，環境重視が利益につながるようなシス

テムを通気料金↓こ組み込む必要があろう。

自由な競争によって，効率性の達成が可能となる。自由化の進股にともなっ

て，すでにＰＰＳ(特定規模電気事業者)に変更した大｢1噸客もあるし（ただし，

PPSの自社地源は約0.3％にとどまっている)，自家発地股Niをもつ大'二1MK審

も多い（2005年段階で寵力会社の19.6％の発迩能力がある)。しかし，原油商

騰を受け，このような企業や工場では，自家発電離れ現象が起こっている。部

分自由化以降，既に産業用で２割，家庭用で１割通気料金がドがった°が，原

油の商騰傾向が続いている昨今の状況では，今後の芯力自IIl化は，安さの追求

一辺倒ではなく，環境保全の立場も考慮して進めるべきではなかろうか。すな

わち．小光完全自由化によって達成すべき目標とは，安価な化ｲ燃料に頼る

PPSを期やすことによる電気料金の値下げ競争ではなく，ilnA案効果ガスの排出

削減という環境保全をシステムに取り込んだうえで，箭要家の選択肢を拡大す

べきではないか。

2007年７ｊ１１１Ｈ，経済産業大臣の諮問機関である総合衡源エネルギー捌盃

会の迩父１１業分科会・制度改革ＷＧ作業部会は，「家庭向けを含む11Z力小光り

‘16）１１然エネルギーによる通気のもつ「環境付加価仙」を「危筑ｊと切り離して「１Ｍ涛」と

いう形で取引することを可能にしたのが「グリーン芯力証諜」である。２００８年４ノ１３０１１

現ｲＩｉで，154剛体が契約をむすび，11.803.4万ｋＷｈの契約鼓となっている。契約は年'１１１

１００万ｋＷｈ以上または使用する竃力逓の１割以上を目安にするので．佃人では利川できな

い。I11IP:"ｗｗｗ､mtUml-e､COjP／
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の全面自IlI化は現時点での実施は望ましくない」との見解をまとめ，完全自由

化は先送りきれた。しかし早晩議論は再燃すると思われるｇｉ

原子力立脚政紫を続ける限り，日本型自由化はＥＵ単一市場のような送電部

門の法的分離船Iはとりえないと思われる。日本の電気事業の特徴である発送

配iu-1‘I経営というビジネスモデルは，1886年（明治１９年）に東京電灯㈱が

発足して以来，120年を超える歩みのなかで育ててきたものである。生活に欠

くことのできないライフラインであり，同時同型を要求される特殊な財である

地力供給において，安定性を軽視した効率性の追求はありえないf’しかしな

がら，環境要lAjを軽視した効率性の追求も，環境要因を軽視した安定性の追求

も，望ましい姿ではない｡｢迩力会社は原発や送電線をもち，電力の安定供給，

我が国の秩序維持に欠かせない」という理由によって，株式会社化した電力卸

大手Ｊパワーの株を20％まで買い期す英系ファンドの計画に対し，政府は中

止命令を出した（2008年５月１３日)。同じ理由によって，電力会社は自然ｴ

ﾈﾙギｰを抑えようとしている｡

このように器地力会社が送勉線をもち連用する形を特色とする日本の竃気事

業では，第三肴が送地線を持つか連用するというＥＵ型の「発送電分離」は取

りえないと思われる。したがって，100％自由化したところで電力会社がラス

ト・リゾートであり続けることは可能であろう胃’

47）IilIlM注１１）「今後の朝ましい咽弧ﾘｉ業制度の在り方について」（2008年３月）では．「本

符111確定から５年をⅡ途とすることが適当である」としている（７頁)。

48）２００３年６ﾉ１２６１１に成立した改ｉＫＥＵ指令では，2007年７月１日から家庭用を含めた令

、i的な脚I''化が災施され，法的分離（別会社化）が求められる。法的分離は2004年７ｊ１

１１１までに旧加M胴１５ヶ側ですでに実施きれている（ただし，法的分離の義務は所有椎

（資本関係）の分離までも求めるものではない)。『海外諸国の地気事業第１編追補版」

（20()6年，海外危力閥孫公）３８頁以下。

49）公益1蝶として規制が残る部門は独占禁止法の適用除外となり，経産省の所轄になる。

一方の自由化部門については静jmの民１１１１企莱として公正取引委貝会のレジームに入る。

50）I4IIlI化分野については，需要家への法律上の供給義務が解除きれる。しかし，壌終保証

サービスに係る描佃，供給コストが高い地域へのユニバーサルサービスの確保について

は，適切な制哩没州･によって地力会祉がラスト・リゾートであり続けることは可能と思わ

れる。
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すなわち，１１本卿illlI化では．化石燃料の使用が引き起こす外部不経済を価

格に上染せし，市場メカニズムのもとでは難しい自然エネルギー推進へのイン

センテイブを織り込んだ制度役‘|･が求められるのではないか。つまり，一般家

庭にもグリーン地力の選択肢を与える自由化とすべきではないか。

(2)風力と系統問題

日本のほこる地力の蘭の尚ざは，かえって，自然エネルギー促進の妨げと

なっている。ＲPS法２条に規定する新エネルギー等とは'①風力，②,太陽光，

③地熱，④政令で定める水力．⑤バイオマス（動植物に由来する有機物であっ

てエネルギー源として利用できるもの)，⑥その他石油を熱源とする熱以外の

エネルギーで政令で定めるもの，の６撒類である。

これらのうち消実に期加しているのは，風力と太陽光である。太陽光は個人

レベルでの利川には向いているが，他の新エネルギー等と比較してもコストは

割商である:''2007年（平成１９年）３月３０日公布の経済産業省告示望｢平成１９

年以降の８年IIIjについての巡知１１猫背による新エネルギー等電気の利用の目

標」によると，「新エネルギー群発迩投術の中でも，太陽光に係る発電設備に

ついては，他の1u源と比恢し，技術革新の余地が大きく，需要の創出による大

聯な価格低減・ilW及肱火が見込まれること等を踏まえ，現状における他の電源

との発地コストの雄を踏まえた椎進が必要である｡」とされている。民間ベー

スに全て柾せるとⅢずと批進できるという意図であろうか。

51）１ｋＷｈあたりの発fUコストは１９９３年段階では260円，システム価格は３７０円であった

が，杵及とともに価怖はI､･がり．2005年段階で発通コスト４６円，システムコスト６６円ま

で低域している《,総合資源エネルギー脚代会輔２１回新エネルギー部会(2007年８月２０日）

資料ｌ参照。

52）｛4赤とは行政川:が決定したことを・股に公式に知らせることをいうが，その法的性質は

個別に検‘Mを要するものである、阿部奈降「行政の法システム（下)」（有斐間．1997）７１２

典。人奴汚染の環境堆叩1の鞭和や水髄汚濁に係る環境蕪雌を環境庁告示によった事例と同

椴に，Ｊｉ繊維簸術群加は行政の側隙にすぎないとも考えられるが，ＲPS法３条では．「維

済産業行令に定めるところにより．新エネルギー群電気利川回採を定めなければならな

いc」と淀術航をIﾘ1,1.してある□
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また，電力系統がネックとなっている風力に関しては，「新エネルギー等に

よる発迩は出力が不規則に推移するとともに，発迩所辿設適地は送巡系統が整

附されていない遠隔地にある場合も少なくないことから，その大規模な導入を

行うためには，これまでの対策を踏まえつつ，周波数変動抑制等の系統安定化

や，既存系統の畑強等を識ずることが必要となる｡」とされている。「必要にな

る」という文言は，法的拘束力のないお知らせにすぎないのであろうか。

６秘類の新エネルギーのそれぞれコストは大幅に異なる。これらを新エネル

ギー等と一括りにしてしまい，年度ごとの目標鼓をかかげるRPS法は十分な

促進政紫となっていない。

自然エネルギーの中心は風力であるが，日本では頭打ちになっている。①電

気１F業者側が解列条件付きの入札擁集鈴)を始め，風力発池邪業者に不利な条件

を提示してきていること，②国内風車メーカーは，国内市賜が小さく，入札や

抽進による邪業者選びとなっていることを嫌い，海外に市場を求めている。一

方で，欧州製風車は，ユーロ高で値段が上がり，邪業が成り立たない，③耐震

強度偽装邪件の影響で建築基準法が改正され，風車も尚さ６０メートルを超え

る超廠1Ｗピルと同じ耐震審査が課せられるようになったこと，これらが主たる

原因である。自然エネルギー普及にはほど遠い状況である。

６．むすびにかえて

日本経団連の自主行動計画に基づいて通事逆のめざす温暖化対莱とは，すな

わち，CO2をほとんど排出しない原子力を推進し，更なる不足分は京都メカニ

ズムクレジットを買ってくる方針である。その韮本方針は京都識定番締締時か

らかわっていない。ただし，原子力に対するパブリック・アクセプタンスには

53）地力怖要が低下する休日や夜'1Mなど需給バランス維捗に対応する糾雛力が不足すると兇

込まれる時11M桁に，給近指令（解列指令）に従って，風力発咽機を解列する条件付きの入

札である。2006年に北海道電力，東北電力，九州地力が，2008年に四Ｉ型剛力が解列条件

付風力発髄の荻柴を行っている。
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ほど遠い状況なので，かなりトーンダウンした目標値となっている。それでも

2014年には発巡迩力jii:の４１％を服子力にする見通しをたてている。しかし，

地震による緊急停止というリスクを考えると．結局はクレジットを買ってこざ

るをえず，これらのMWIIは地気料金に転嫁されることになる。

2005年１月に排出nt取引（EU-ETS）を開始したＥＵは，エネルギー政莱の

一環として長期的な｢iIf生可能エネルギーロードマップ｣副'を出した。しかし，

一口にＥＵといっても，８例近くを原子力に依存しつつ自然エネルギー普及を

めざすフランスのような唾|もあるので，自然エネルギー推進＝脈子力廃止とな

るわけではない。一方。間然エネルギー推進派は原子力反対織者が多く，原発

の現状維持すら認めず，どこまでいっても議論がかみ合わないことの繰り返し

であった。

たしかに，「新エネルギーは密喚が低く，安定性がない。したがって基幹電

源になりえない｡」それでも，高レベル放射桃廃棄物処分場の辿股のめどがた

たない現状では，さらには，脈子力への過艇の依存は排出係数の削減になりえ

ない現状では，自然エネルギーをjWやすための思い切った制腿が必要である。

温暖化による気候変勤の影郷（炭素の夏)霊'も，半減期が1,000～１００万年

に及ぶ高レベル放射性歴難物のリスクも共に将来世代に対する「負の遺瀧」で

ある。その対策は，lIi子力への依存と京都メカニズムクレジットの雌入による

排出原単位削減という数字合わせによるのではなく，「あえて温暖化防止とい

う公益性の追求のために自然エネルギーを普及させる」政府の愈思にかかって

いるのではないか。

副）2020年までに，１１刈河能エネルギーの比率を20％↓こ引き上げ，輸送川燃料･の雌低１０％
をバイオ燃料にするという拘束力のある目係を設定している。〃llMlIiilは腿l別行動in･画
（NammIAclimPlKm）の作成雑務がある。第２１回新エネルギー部会猫料（2007年８ｊＩ２０
Ｈ)。

55）2007年，】PCCと一・縦にノーベル平和賞を受賞したアール・ゴア前米Mﾘ大統領は受尚講
演で「炭素の奥」という耐雌を仙った°核戦争が生態系を台無しにする「核の冬」と同列
に世いたものである。
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